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会議名 令和 6年度（2024年度）第 2回八王子市保健福祉センター運営協議会 

開催日時 令和 7年（2025年）2月 27日 木曜日 14時から 16時 

開催場所 南大沢保健福祉センター 機能訓練室 

出席委員 
戸塚恵子会長、関根栄副会長、恒川玲子、山内ゆきみ、荻原芳明、田中伸幸 

佐々木律子、橋本政樹、羽鳥直之、竹原佳津枝、霞美咲、園部文人 

欠席委員 田美枝子、谷合ひろよ 

事務局 

菅野健康医療部長 

健康医療政策課 片岡健康危機管理担当課長、佐藤課長補佐、内藤主査 

及川大横保健福祉センター館長、半田主査、堀内主査、飯島主任、林主事 

富山東浅川保健福祉センター館長、原田主査、島村主査、永井主査、 

金田主査、 

久保田南大沢保健福祉センター館長、鳥居主査、桑澤主査、黒田主査 

小池子ども家庭支援センター館長 

議題等 

・保健福祉センター運営協議会委員の委嘱、会長・副会長の選出等 

・議題  

（1）母子保健事業 

（2）こども家庭センターの設置について 

（3）保健福祉センターの地域の拠点としての機能強化について 

公開・ 

非公開の別 
公開 

非公開の理由  

傍聴人の数 0人 

配布資料 

資料 1 令和 6年度第 1回八王子市保健福祉センター運営協議会資料 

資料 2 保健福祉センター事業実績 令和 5年度版 

参考資料 保健福祉センター運営協議会委員名簿 

 

議事内容 

【事務局】 

定刻前ですけれども、皆さんおそろいになりましたので、令和 6年度第 2回八王子市保健福

祉センター運営協議会を始めさせていただきたいと思います。 

本日は会場にお越しいただいた委員と Zoom でご参加いただいている委員がいらっしゃいま

す。Zoom で参加されている羽鳥委員、こちらの音声は届いてますでしょうか。チャットの方

で届いているか確認いただけますでしょうか。 

ありがとうございます。 

ではこちらの音声は届いているということですので、進めさせていただければと思いま

す。zoom で参加される委員におきましては、発言されるとき以外はマイクをミュートでお願

いいたします。発言される場合につきましては、挙手ボタンを押して発言をお願いいたしま

す。なお、会議録作成のために、本日の内容を録音させていただきますので、ご了承くださ

い。 

それでは初めに、本日の会議資料の確認をお願いいたします。まず、本日の次第です。

A4、1 枚の紙になります。それから、資料 1、カラーで印刷したものになります。それから参

考資料ということで本日ご参加いただいている委員の皆様の名簿をご用意させていただいて

います。以上となりますが、不足の資料等はございますでしょうか。 

では続きまして、事務局を代表しまして健康医療部長の方からご挨拶申し上げたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

【菅野部長】 

皆さんこんにちは。今日はご参加ありがとうございます。委員の改選もあったということ

で、新たに運営協議会の委員になっていただいた皆様ありがとうございます。 

新たな会ですけども、実は母子保健に関しましては、今回がこの運営協議会で取り扱うの
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議事内容 

は最後の会ということになります。 

これからも保健福祉センターとして、連携はとっていきますので、全く話題にならないわ

けではないですが、これから、今度の 4月から、いよいよ母子保健と児童福祉の一体的な支援

体制ということで、児童虐待というテーマですとか、そこは最終地点ですけども、そもそも

のところで、予防的な支援ですね、妊娠したときからの、お母さんの伴走的な支援というこ

とで、そもそもそういうことが起こらないようにしていくということのためには、国もこど

も家庭庁できましたけども、我々もこども家庭センターということで、児童福祉と母子保健

を一体的に今度の 4 月からやることになりましたので、子ども家庭部の方の運営協議会の方

に、そちらの方の直接の議題については、移っていく形になります。 

そういう意味では、今回そこは最後となりますけど、ただ本当にそこに繋がる議論につき

ましては、大体この 3年間だったと思います。 

直接目に見える意味では皆様方に苦しい判断をしていただいた、浴室の廃止ということも

ありました。ただそれは、目に見える部分であって、この 3年間ぐらいお話してきたのは、こ

れからの保健福祉センターのあり方というのを、お話をさせていただいた中で、1 つは地域の

まちづくりの拠点になるようになって、地域に出ていく拠点でありますし、それから健康づ

くりの拠点でありますし、そして、この間であわせてこども家庭センターとやっていくこと

になるわけですけども、2 枚看板で、子育て支援の拠点でありますということで、これ全国の

方の保健師のあり方とかの会議で、そういう議題、話題があったのでご紹介させていただく

のですけど、もともと保健福祉センターとか地域に根差してやってきた活動というのが、も

う市役所が、市が、各自治体が当たり前にまちづくりをする地区、地区でそれぞれでまちづ

くりをするっていうこと自体が、もうこれがスタンダードになってきたということで、今日

も例えば関根委員、入っていただいていますけど、地域づくりとかやっておられて、地域づ

くりと健康づくりが全く矛盾しない時代になってきましたので、そういう意味では、こうい

う少子高齢化の中で、それを迎え撃つ八王子というかですね、それなりのことが、体制とし

てはできてきた。それを実際にどうしてくかってますますですね、これからのこの運営協議

会がとても大事な場になりますので、今日も初めての方もいらっしゃると思いますけども、

忌憚のないご意見いただいてですね、いい協議会ができますようにお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは今、菅野部長の方からお話をさせていただきましたけれども、改選後初めての会

議となりますので、辞令書の交付を行いたいと思います。事務局職員が各委員の皆様のとこ

ろに参りますので、その場でお立ちいただき、辞令書をお受け取りいただくようお願いいた

します。 

 

【菅野部長】 

辞令書、恒川礼子殿、次の通り発令する 八王子市センター運営委員会委員に委嘱する。 

令和 6年 12月 1日から令和 8年 11月 30日 八王子市長 初宿和夫 

以下、山内委員から個々に辞令交付。 

 

 

【事務局】 

本日、zoom でご参加いただいている羽鳥委員は、委嘱状の交付は省略させていただきま

す。後日、郵送でお送りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、委員の皆様から自己紹介をしていただきたいと思います。お手元の名簿順にお

名前をお呼びいたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは最初に恒川委員お願いいたします。 

 

【恒川委員】 

皆さんこんにちは。八障連から参りました恒川理恵子と申します。よろしくお願いいたし
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議事内容 

ます。私自身は、難病、重症筋無力症という病気を持っていまして、40 歳のときに病気がわ

かったので、今年で 25年になりました。 

ただ、今はうまく管理することができているので、何とかいろんな活動をしていますが、

どうも難病という領域がまだまだ認知されていないので、もうちょっと頑張りたいなと思っ

ています。よろしくお願いいたします。 

 

【山内委員】 

児童発達支援センターすぎな愛育園の園長をしております山内と申します。よろしくお願

いいたします。 

通われているお子さんが、発達に遅れのあるお子さん支援の必要なお子さんということ

で、保健福祉センターの皆さんですとか、子家センの皆さんとは日々、連携といいますか、

関わりを持たしていただきながらお仕事をさせていただいております。今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

【荻原委員】 

こんにちは。民生委員の荻原と申します。住んでいるところは館地域です。保健福祉セン

ターの圏域でいくと、霞さんと同じかな、東浅川です。 

民生委員協議会は八王子市内 20 ヶ所、20 地域ありますが、その形でいうと第 15 地区、民

生委員協議会、26 名おりますけれど、その会長をやっております荻原です。よろしくお願い

いたします。 

 

【佐々木委員】 

こんにちは。佐々木律子と申します。八王子市の第 6地区の民生児童委員の主任児童委員を

させていただいております。 

また地域では、青少対のひよどり山地区の育成指導委員も務めさせていただいておりま

す。第 1 中学校ひよどり山中学校、大和田小学校、また 10 小などの地域を担当させていただ

いております。よろしくお願いいたします。 

 

【田中委員】 

八王子市医師会から田中伸幸といいます。今回から初めて参加させていただきます。まだ

正直、会議のこともよくわからないと思いますので皆さんいろいろ教えてください。 

私、専門は神経内科でして、先ほど恒川委員が仰ってましたけどもいわゆる難病ですね。

重症筋無力症ですとか、そういった疾患を専門としておりまして、それに伴うご高齢の方の

診療に普段から携わっております。そういうところからですね、少しでも、皆様にと一緒に

議論ができたらと思っております。よろしくお願いします。 

 

【橋本委員】 

同じく八王子市医師会から来ました橋本小児科の橋本です。 

八王子市医師会という組織は遠い存在と思われがちです。八王子市は、日本の 50 万以上の

都市で、唯一市民病院がない市です。相模原市には国立病院がありますけども、それ以外、

市民病院がない市はない。その代わりに、東海大学医学部付属八王子病院、東京医科大八王

子医療センターと、大学病院が 2つ来ていただいて、二次から三次医療を支えています。この

二つの大学病院と地域をつなぐ、見えないところで接着役等の地道な仕事をしております。 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

すいません。ここで羽鳥委員の順番になるんですけれども羽鳥委員ご発言できますでしょ

うか。どうぞ。 

大丈夫です。聞こえています。よろしくお願いいたします。 
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議事内容 

【羽鳥委員】 

八王子の歯科医会から任されている羽鳥と申します。よろしくお願いいたします。 

 

関根委員お願いいたします。 

 

【関根委員】 

皆さんこんにちは。私は八王子市の町会自治会連合会の代表として出席をさせていただい

ています。 

八王子市町会自治会連合会に加盟している町会が今 234 町会あります。その 234 を 23 地区

に分けて、その中の地区の 1つ、加住地区の地区会長やっています関根といいます。地元は丹

木ですけど、ちょうど戸塚先生は純心大学、純心大学さんにも常々お世話になっておりま

す。 

町会自体はですね、いろんなイベントも含めて、昨日も高齢者の方を集めて健康教室、や

りました。思ったより多くて、68 名、一般の方ですけどね、68 名集まっていただいて、血圧

だとか、握力とか、歩行の速度だとか、そんなこと、2 時間ぐらいかけて、やらせていただき

ました。そのような行事をいろいろやっている町会ということで、ご承知おきいただければ

というふうに思います。よろしくお願いします。 

 

【竹原委員】 

一般市民公募ということで、高齢者になって、健康がすごく大事だということをものすご

く感じて、よくけがも、転んでけがをしたり、病気になったりもしますが、そのことで、何

かもう少し自分自身が、けがをしない健康はどうやって維持していくのだろうということの

興味があるのと、子どもが、孫ができて、なぜか遊び場がないなって八王子は。公園はある

けれども遊ぶところがすごく遠くにあったりとかで、どうしたらもっとこう、孫たちが自由

にいつでも行ける遊び場、八王子のセレオにもありますけれども、そうじゃなくて何か、も

っとこう自然の中で遊べるところが身近にあればいいなというふうな思いもあって、今回、

ちょっとテーマが違うのかわからないですが、皆様のいろんなお話を聞いて参考にしたい。 

ちょっと市役所の広報ではなぜか情報がほとんどわからなくて、毎回よく広報読むのです

けど、もう少し情報発信があるといいなというふうな思いがあって、参加させていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

 

【霞委員】 

市民公募で東浅川の圏域で応募しました霞美咲と申します。よろしくお願いします。 

私は太極拳の講師になるために、ただいま週三、四日は太極拳の団体とともに活動してお

ります。残りの平日の昼間などは、八王子市内の体育館で仕事をしておりまして、ほとんど 1

週間のうち、毎日 60代から 70代の方と、活動をともにしております。ですので、高齢者の方

の健康維持に関して、とても興味がありますので、こちらの会議に参加を希望させていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

 

【園部委員】 

こんにちは。公募新任の園部と申します。 

私はですね、サラリーマンをずっと続けていまして、65 歳の定年後、現在 77 歳、もうすぐ

78 歳になりますが、ずっと無職で、家にいる状態であります。何か社会との接点がなけれ

ば、ぼけると思いまして、広報などで、公募などの募集があると、その度に、400 字詰めとか

800 字とかの文書を書いて送って、委員に推薦してもらえるかどうかということで、対処して

きました。 

一番最初の取っかかりは、八王子市の国民健康保険の協議委員会の委員をしておりまし

て、それを 2期 8年間やりまして、その頃、八王子市の 100周年の、お祭りみたいのがありま

して、小池知事も出席されて、私も長年協議委員を務めた慰労を兼ねて感謝状をいただきま
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した。 

最近はですね、委員のラッシュみたいになっていますが、つい先日、八王子市社協の今後 5

年間の、計画の立案する委員として、そのプランが終わったばっかりなのです。それともう 1

つ、南多摩医療保健協議会っていうものが、南多摩 5市の統括するわけ保健機関ですけども、

そこでも、今後 5年間のプラン、計画の作成の委員を務めまして、この 2つがこの 2月に終わ

ったところです。 

今回、この協議会の委員ということで、この先 2年間、また勉強をさせていただきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

 

【戸塚委員】 

東京純心大学の看護学部看護学科の戸塚恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

東京純心大学は、地域の方にまだ女子大だと思われているところがあるのですけれども、

男子もいまして、男子も看護師を目指すことで今頑張っております。大学では、看護師、保

健師を養成する課程がございまして、今度 4 月には助産師を養成するコースが立ち上がりま

す。そういう意味で、学生支援には、日頃から、八王子市さんには非常にお世話になってい

るところでございます。 

この協議会では非常にいつも地域の団体の方ですとか、地域の方の意見が活発に、聞くこ

とができてとても楽しみに伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

皆様ありがとうございました。 

続きまして運営協議会規則第五条第 1 項の規定に基づき、会長及び副会長の選任に移りま

す。規定では、委員の互選により定めることとなっていますので、どなたか立候補、または

推薦などのご発言等はございますでしょうか。 

なお発言にあたっては挙手をいただきまして、名前をおっしゃっていただいた上で発言を

お願いいたします。zoomで参加されてる委員の方は挙手ボタンを押してください。 

どなたかいらっしゃいますかはい。 

 

【山内委員】 

山内です。私の方からですが、大学では公衆衛生看護学などを担当されて、母子保健の他

に成人保健、高齢者福祉にも精通されている戸塚委員を会長に推薦したいと思います。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。 

ただいま山内委員から戸塚委員を会長にご推薦いただきましたけれども、他にご発言はご

ざいますでしょうか。 

特にないようですので戸塚委員、山内委員よりご推薦がありましたが、いかがでしょう

か。 

 

【戸塚委員】 

僭越ながら、私でよろしければ、お引き受けさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。 

戸塚委員が会長をお引き受けくださるとご発言がありましたが、委員の皆様、よろしいで

しょうか。 

（拍手） 
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ありがとうございます。では会長に戸塚委員が選任されました。 

続きまして、副会長について、立候補または推薦などの発言はございますでしょうか。 

 

【戸塚会長】 

私から、前期も副会長を務めていただきました関根委員を副会長にご推薦したいと思いま

す。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。ただいま戸塚会長の方から関根委員を副会長にということでご推

薦いただきましたが、他にご発言等はございますでしょうか。 

特にないようですので、関根委員、戸塚会長からご推薦がありましたが、いかがでしょう

か。 

 

【関根委員】 

力不足ですけれども。よろしくお願いします。 

（拍手） 

 

【事務局】  

ありがとうございます。関根委員が副会長をお引き受けくださると発言がありました。 

今皆様の方からすでに拍手をいただいたところですので、では副会長の方は関根委員が選

任されましたのでよろしくお願いいたします。 

ではちょっとお手間なのですけれども、会長、副会長が選任されましたので、両名の方は

お席の移動をお願いいたします。 

 

では改めて会長、副会長から一言ずつごあいさつをいただきたいと思います。まずは戸塚

会長からよろしくお願いいたします。 

 

【会長】  

このたび会長を拝命いたしました、東京純心大学の戸塚と申します。改めましてどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

先ほど菅野部長からもお話がありましたように、母子保健は今非常に過渡期を迎えており

ます。さらに、母子保健だけではなく、今後ますます高齢社会に向かって、いろいろと地域

では、様々な課題を抱えております。成人医療ですとか、高齢者の介護予防をはじめ、生活

習慣病ですとか、或いは障害者の障害をお持ちの方が、いかに地域で、そして自分らしく、

生活をしていくということについては、いろいろと課題があるかと思います。 

ぜひ皆様のお力添えをいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。続いて関根副会長よろしくお願いいたします。 

 

【副会長】 

改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

町会自治会、先ほど申し上げましたけども町会自治会連合会ということで、私、地元は丹

木町ですけども、やはり地元でもですね、子どもさん減っていますけれども、小さい方も川

沿いを散歩していたり、高齢者の方もね、よく歩いていらっしゃいます。 

昨日ですね、たまたまクローズアップ現代、ご覧なった方いらっしゃるかもしれませんけ

ども、全国で、要するに、助産婦さん含めて、お医者さんがどんどんどんどん減ってきちゃ

って、自分で 1時間も車を走らせて、よその地域にお子さんを産みに行くというようなことを

やっていました。 
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この八王子でも、バスが走っていないという地域も 4ヶ所あるんですね。地元の町会でお金

を出していたり、もちろん市の助成も受けていますけども、いろんな過疎化が進んできて、

地方じゃないですけど八王子でも地方的なものもありますので、そういう地域はやはり、お

医者さんに行くのに車を運転できればいいけどできない方もいらっしゃるんで、市でも、東

京都でもね、その辺をもうちょっと。今現在どういう状況かわかりませんけども、極力ね、

そういう状況に、この八王子市が飲み込まれないようにしていただきたいなというふうに昨

日のクローズアップ現代を見て、つくづく思った次第です。 

そんなことも含めて、町会自治会連合会の方でもね、福祉関係のことも含めて、いろいろ

バックアップしていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

【事務局】 

会長、副会長ありがとうございました。 

それではここから、運営協議会規則第六条第 1項の規定に基づき、会長に議事進行をお願い

いたします。 

戸塚会長よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入るにあたりまして、本日の出席委員を確認いたします。本日、田委員と

谷合委員からご欠席の連絡をいただいております。出席の委員は、現在 12 名で過半数を超え

ておりますので、本日の協議会は有効に成立することをご報告いたします。 

会議及び会議録の公開についてですけれども、八王子市附属機関及び懇談会等に関する指

針に基づきまして、原則公開することになっておりますので、本日の会議につきましては公

開とします。傍聴希望者の方がおりましたら、入場させてください。 

（傍聴希望者なし） 

続きまして、本日の協議会会議録の署名委員を指名させていただきます。恒川委員と山内

委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。 

後日、会議録ができましたら事務局職員から署名をいただきに参りますので、ご承知おき

ください。 

それでは次第に沿いまして、議事を進めて参ります。 

議題 3です。母子保健事業について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは私の方からご説明させていただきます。大横保健福祉センターの半田と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

私の方の説明につきましては、議題 1の母子保健事業、こちらの方のご説明をさせていただき

ます。 

まずこちらの図ですけれども、この図の方は、毎回皆さんの方にお示しをさせていただい

ております八王子版のネウボラということで、妊娠期から切れ目のない子育て支援を実施す

るということで、様々な関係機関と連携をして、子育て支援をしていくというような図にな

っております。 

この取り組みの一環として今年度から、オンライン相談事業を実施いたしました。開始時

期は昨年 10 月から実施をしているところです。LINE などの SNS を活用した、小児科の先生、

産婦人科の先生、あと助産師さんですね。こちらの方たち 24 時間対応可能なオンライン相談

を開始しております。こちらをもちまして産婦さんの不安を軽減して、お住まいの地域で安

心して出産や子育てできるような支援を行っているところです。 

実績ですけれども昨年 10 月から始めさせていただきまして、10 月は 69 件、そのあとだん
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だん増える形で、1 月は 147 件と、多くのご相談をいただいているところです。直近 2 月につ

きましては昨日の段階までで 133件と、日々増加をしている状況です。 

こちらのオンライン相談を実施したことに伴いまして、現在八王子市の方では子育てホッ

トラインという形で、電話によるご相談をお受けしております。こちらの方は平日、休日含

めて、日中のみのお答えをさせていただいいているところで、始まってから何年か経ってい

るんですけれども、直近 5年間につきましてはだんだん減少傾向にあるという状況でした。ち

ょっと最近では皆さん SNSなどのネットワークを使ったようなご相談を希望されているお母さ

んたちが多いということもありまして、先ほどのオンライン相談のほうを実施、開始させて

いただいたところです。 

右側の表につきましては今年度の月別の実績になります。こちらの方、4月から大体毎月 10

件から 20 件ぐらいの電話のご相談をいただいているところですけれども、10 月から始めまし

て最初にも 70 件近く、現在も 150 件近くもご相談をいただいている形で、オンライン相談

で、こちらの方は、夜間も休日も含めて年末年始も含めて、24 時間対応という形になってお

りまして、こういった形で受け付け体制ですね、が充実してきたということもありますの

で、今年度いっぱいをもちまして電話による子育てホットラインについては廃止をさせてい

ただく予定となっております。 

私の方からの説明は以上となります。 

続いて次のスライドはちょっと説明者を変わらせていただきます。 

 

健康医療政策課母子保健統括担当の佐藤の方から説明させていただきます。 

では、（2）の 3・4ヶ月健康診査です。 

この 4 月から今まで集団健診で行っていた 3・4 ヶ月健診が、個別健診に変わります。ま

た、変更前、変更後については表をご覧いただければと思いますが、これまで 3保健福祉セン

ターで、集団で実施していた集団健診ですけれども、月に 6回で、また平日の午後の時間帯に

実施していましたが、変更後は、市内の契約医療機関での実施となります。 

それによって、契約医療機関によって違いますが、実施日であったりとか時間帯は異なりま

すけれども、受診者の方にとっては、受診機会が増えるということで、利便性が上がるかな

っていうふうに考えています。 

またあわせて、その効果ですけれども、先ほどお伝えした利便性の向上というところで

は、これまで指定されていたところの会場に、皆さん受診するっていう形だったのですけれ

ども、これにつきましては、なかなか難しいななんていう声をいただいていた状況がありま

す。また、これを解決するためにも、このような形は、とても利便性の向上に繋がるなって

いうふうに考えております。また、なかなかかかりつけ医を持という機会のなかった保護者

の方にとっては、この個別化に繋がることで、かかりつけ医を持つきっかけになるのかなっ

ていうふうに考えておりますので、この効果というのは、期待できるかなと考えています。 

続きまして、（3）の 5歳児健診の検討状況です。 

まず、5 歳児健診とは、目的ですけれども、この枠の中に書かれておりますように、幼児期

において幼児の言語の、理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保

健医療福祉による対応の有無がその後の成長発達に影響を及ぼす時期である 5歳児に対して健

康診査を行い、子どもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、

生活習慣、その他、育児に関する指導を行い、もって、幼児の健康の保持及び増進を図るこ

とを目的とするというふうにうたわれております。 

その対象なんですけれども、実施年度に 5 歳になるお子さん、約 3700 人が対象となりま

す。また、実施方法としましては、集団健診、または園医方式であったりとか、巡回方式な

どが挙げられています。 

開始時期につきましては、こども家庭庁によると、令和 10 年度までに全国での実施を目指

すということを、通達されておりまして、庁内関係所管であったりとか、医師会とともに、

今その実施方法や、健診後のフォロー体制について検討を進めているところです。 

その課題ですけれども、やはり専門性が高い分野なので、専門職の確保であったりとか、
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そのフォロー体制が課題とされています。 

今後ですけれども、庁内庁外の関係機関と検討を重ね、体制の方を整えていけたらと考え

ております。 

説明は以上になります。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

只今、母子保健事業についてご説明がありましたけれども、何かご質問、ご意見等ござい

ますでしょうか。お願いいたします。 

 

【園部委員】 

議題 1の、母子保健事業のところで、東京都が支援している東京ママパパ応援事業が 1つ、

もう 1つ東京都出産子育て応援事業という 2つの、この母子保健事業を見たんですけども、東

京都のこの支援事業ですけども、具体的なその資金とか、人員とか、そういうようなものが

あれば教えていただければありがたいと思ってます。 

その質問です。 

 

【事務局】 

ただいまご質問いただきましたまず東京ママパパ応援事業ですけれども、こちらの方はこ

の中に様々な事業が補助事業として位置付けられていて、八王子市におきましてはその大部

分を実施している状況です。ちょっと今細かい資料が手元にないものなので具体的に何をど

ういうふうにしてるのかっていうのがちょっとパッとご説明できる状況ではないんですけれ

ども、一応そういった東京都の補助事業とかを活用しまして、市民の皆様に様々なサービス

を提供している状況です。 

 

大横保健福祉センター館長の及川と申します。 

今の事業の内容というところでちょっと補足させていただきますと、こちらのスライド 1

の、いろいろ事業が載っているページなのですが、その中で、東京ママパパの事業に該当す

る事業というのが、まず、この真ん中にあります妊婦面談、これは妊娠届を出された妊婦の

方と全数面談を目指して実施している事業になります。これがママパパ事業。それから産後

ケア事業ですね。これは国の方で推進している部分もありますが、国補助に東京都の補助も

上乗せしていくような形で実施してますけど、この産後ケア事業といのもそのママパパ応援

事業の中に入ってます。それから、その隣にあるバースデーサポート事業、これも東京ママ

パパ事業のうちの 1つですね。 

それぞれ説明させていただくと、産後ケア事業というのは、出産した後、妊婦の方がいろ

んな不安を抱えている状況があるので、そういった方に、助産師だとかが支援していく、タ

イプとしては宿泊型とか、訪問型とか、あとは通所型っていうような形で、いろんなサポー

トをしていく、寄り添った伴走型の支援をしていくという、そういった事業ですね。 

それからその隣にある、バースデーサポート事業っていうのが、ちょうど行政がお子さん

と関わるのが乳児健診や、最初に赤ちゃんが生まれて 4ヶ月までの間に赤ちゃん訪問に行きま

すが、そこでご家庭に応じた訪問して、赤ちゃんの状態を見ます。あとは 3・4 ヶ月の段階

で、赤ちゃんの健診をすると。そのあとが、実は 1歳 6ヶ月健診っていうところまで、実際に

赤ちゃんとお会いする時間が空いてしまうんですね。 

その間の隙間を埋めるために、このバースデーサポート事業というのが、1 歳の誕生日のタ

イミングでアンケートをお送りして、それにお答えいただいた方に対してプレゼントを差し

上げると、そこでまた、不安があるお母さんとか、そういった方ともそこで接触をとってフ

ォローしていこうっていう事業になります。これらが東京ママパパ事業ということです。 

それから、出産子育て応援交付金につきましては、この真ん中辺に書いてありますね。こ

の事業につきましては、国の方も妊娠時に、お金の給付といいますか、実際は、ギフトって
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いう形で給付をしてますけど、この国の中で妊娠で 5万円出産で 5万円分っていうのがありま

すけど、それに東京都の方で上乗せして、今現在で言いますと、出産のときに 5万円加算とい

う形で、カタログギフトで商品をお渡ししているというのが出産子育て応援交付金事業って

いうことになります。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

そのほか何かありますでしょうか。 

 

【橋本委員】 

医師会から来ました橋本小児科の橋本です。 

医師会としても 5歳児健診等を積極的に協力していきたいと思います。ここで確認をお願い

したいんですけども、5 歳児健診について、子どもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適

切な支援を行うために、5 歳児健診事業を行うということですが、発達障害児に対してフォロ

ーアップ体制の機関となるべき組織には、どこになるでしょうか。 

これから今活動始めたこども家庭センターが、その発達障害の支援拠点として位置付けら

れるのかどうかということをお聞きしたいというのがまず 1点。 

また、5 歳児健診で見つかった発達特性のある児に対してのフォローは、福祉、教育、医療

など、様々な関係所管を横断的に網羅する必要があると考えますので、そのために今後どの

ような方策を準備されているのか、わかっている範囲で結構ですので教えていただきたいと

思います。以上です。 

 

【事務局】 

ご質問ありがとうございます。 

子ども家庭支援センターですけれども、乳幼児期から 18 歳未満のお子さんの、あらゆる相

談の方に対応していくことになります。 

また、発達障害児支援に関しましても、保護者の受容を促したりとか、また障害の早期発

見早期支援に努めて参りたいと考えております。 

また、橋本委員が今おっしゃったように、福祉、教育医療等の様々な関係機関と連携して

支援を行うことが必要とされることから、総合的に調整をする機関として、また発達支援も

含めた形で対応したいと考えています。 

また、5 歳児健診を実施することで、八王子市民であるお子さんやその保護者にとって、安

心して子育てができる環境づくりに繋がることがとても重要と考えておりますので、これか

らも関係機関の方々と十分協議しながら、体制の方を検討していきたいと考えております。

以上です。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。橋本委員、よろしいでしょうか。 

 

【橋本委員】 

はい。ありがとうございます。 

 

【会長】 

その他に、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

山内委員お願いいたします。 

 

【山内委員】 

すぎな愛育園の山内です。 

確認ですが先ほど 3・4 か月の健康診査については、個別ということになるということです
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が 1歳半とか 3歳は集団で保健福祉センターの方で行うということでよろしいですか。 

【事務局】 

はいそうです。 

 

【山内委員】 

わかりましたありがとうございます。 

 

【会長】 

ありがとうございました。その他何かありますでしょうか。 

 

【霞委員】 

少し前になりますが、子どもを育てた母親の立場としては、5 歳児健診ができるっていうの

はとてもいいことだと思います。 

それまではやはり小さいときはとても細やかに見てくださっている体制はとても整っいて

ると思っております。ありがたいことです。 

ただやはりちょっと大きくなるにつれて、その間隔は伸びて、幼稚園に入ることになる

と、ちょっと間が空きすぎてしまってとても不安になっているんですね。母親としてとても

大丈夫かなという不安な時期がありましたので、そういうところでフォローの体制を入れて

くださるのは素晴らしいなと、こちらを見て思いました。 

それとまた別ですが、オンラインの相談の、先ほどの子育てホットラインの方でちょっと

質問なのですが、オンライン相談の方で随分相談伸びているということなのですけども、こ

の相談の内容っていうのがどのようなものなのか、ちょっと参考までに、どのようにお母様

たち困っていらっしゃるのか教えていただきたいです。 

お子さんの体調のことですとか、お母さん自身の心の問題ですとか、どのようなものがあ

るのか、参考に教えていただきたいです。 

 

【事務局】 

ただいまのご質問に対してですけれども、まず産婦人科の先生方へのご相談につきまして

は、妊娠中のお薬のことであったりとか、その他体調不良のことも含めて、お母さん自身の

ご相談が少し多めな感じになっております。 

小児科へのご質問につきましても、やっぱりお子さんのおむつのかぶれであったりとか、

嘔吐であったりとか、そういったどちらかというとやっぱり先生に直接ご相談いただくよう

な内容が多くなっております。 

助産師の方のご相談ですけれども、こちらの方は多くがやはり授乳関係ですね。ミルクの

量であったりとか、いつ頃やめていったらいいのかとか、そういったご質問や、あとはおむ

つですね。おむつ離れを含め、こちらは本当にお子さんとの生活に密接したようなご質問が

多い状況です。 

 

【霞委員】 

ありがとうございます。私もとても不安に思っていたことなのでこういう相談ができる期

間があるのはすばらしいと思います。 

 

【会長】 

ただいまいろいろとネウボラに関する内容のことですとか、3・4 ヶ月健診のこと、そして

オンライン相談の状況ですね、さらに 5歳児健診のことなど、ご質問やご意見がありましたけ

れども、その他はいかがでしょうか。 

はい。お願いいたします。 

 

【恒川委員】 
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今山口委員とまさに子ども部会で会議をしたところですけど、常日頃、子ども部会で出て

くるのが、発達を認めない親御さんっていうんですかね、こうやってこう発達がわかってフ

ォローに入るお子さんはいいんですけど、お母様によっては認めない。うちの子はそんなこ

とない。でも、はたから見ると、やっぱり早く手を入れた方がいいっていうか、養育を入れ

た方がいいってお子さんがやっぱたくさんいらっしゃるんですけども、そういう場合ですよ

ね。保健福祉としてはどのようにアプローチして、どのように介入していくのかなっていう

のがあるのですが。 

難しいと思うんですけどもよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

はい。ご質問ありがとうございます。 

今恒川委員がおっしゃられたように、大変お子様の発達過程の中で、不安を抱えるってい

う保護者の方にとっては、そこの不安を、とてもなんて言うんでしょう、ただの心配なのか

それとも、治療的な分野が必要なのかどうなのかなっていうところでは、とても揺れ動いて

いるっていう状況は、日々の保健福祉、保健活動の中で感じているところです。 

それで本当にそのアプローチっていうのが、個々のお母様方に、またその保護者、方々で

本当に違って、本当に最初から何か気になるなと思って不安に感じて、本当にその時期では

なくても、先だって相談に伺う方と、違うかなどうかなっていうことで、なかなか相談する

っていうことを躊躇して、なかなかその機会が持てない、また、相談したけれども、なかな

か助言内容によっては、継続的にその支援に繋がるのかどうなのかっていうところが本当に

難しいところだと思います。 

私たちのところでも、寄り添いながらというところが基本ベースなんですけれども、今こ

ちらに課題があって、早期に何かにつなげたほうがいいっていうふうに仮に思ったとして

も、やはりそのお母さんの気持ちの状況に合わせて、また、そのアプローチする間隔、例え

ば電話をかけるタイミングであったりとか、少し間隔を開けようかどうしようかなとかって

いうのを、やはり自分で考えるだけではなく、他の保健師とも相談しながら、やはりその方

にとって一番何がいいだろうなっていう介入方法を模索しながら今アプローチをしているの

が現状かなというふうに、考えています。以上です。 

 

【橋本委員】 

医師会から来ました橋本小児科の橋本です。 

発達に特性あるお子さん、家族が、特にお母様が拒絶するというパターンの場合、無理押

しはできないです。1 つのところがながく持ってると介入が遅れてしまいます。行政の保健師

さんですと、人によってはもう家に入ってくるなというふうにおっしゃられることありま

す。この対応策として 5歳児健診の枠組みを使って、医療機関であったり、幼稚園・保育園で

あったり、その情報を共有して入れるところが入っていく必要があります。個人情報ってい

う難しい問題が横たわってやりにくいですけども、垣根を突破する仕組みの 1つとして 5歳児

健診があり、それをうまく活用して、けっして見捨てない姿勢で行くべきと思います。その

辺の工夫をちょっと行政の方でもお願いしたいかと思うんですけど。どうでしょう。 

 

【事務局】 

健康危機管理担当課長の片岡と申します。 

母子保健の方では先ほど佐藤が申し上げたように、保健師の方が地区担当制をとっており

ますし、あと個別で解決できない場合は、集団での遊びを勧めたりとか、いろいろな相談機

関をご紹介してその後の支援を促しているところですが、橋本先生がおっしゃってくださっ

たように、本当に 1つのところで、抱えていても解決しないことが多いんです。例えば集団に

入って保育園の先生が適切に促してくださったら、お母様も、自分の子どもの現実を目の当

たりにして、そこで相談に帰ってきてくれたりとか、そういう機関に行ってみたいというよ

うな相談が入るようになります。 



 会議録  

13 

 

議事内容 

心理発達相談も保健福祉センターでは展開しておりますので、必要に応じてお母様の気持

ちに寄り添いながら紹介状を出していくこともやっておりますので、本当にこういった事業

が 1つの、節目のきっかけではあります。健診を切れ目のなくやることを国が求めてるんです

けども 3 歳児健診と就学の間に、5 歳児健診を入れて、もう 1 回そこで確認をするという機会

を、全部の子どもたちに提供すべきだっていう国の方針があります。そこでスクリーニング

されたお子さんがその先の行き場がないっていうことも解決していかなければならない課題

だなと思っておりますので、関係機関の皆様と力を合わせて、どういった健診が提供でき

て、その後の仕組み、フォローの仕組みもできていくかということを議論させていただきた

いなと思っております。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

恒川委員、よろしいでしょうか。 

私も現場に行ったときに支援になかなか繋がらず、3 年半ぐらいかかって成立したっていう

ケースがありましたので、とても重要なご質問かと思います。どうも、ありがとうございま

す。 

いろいろとご意見ありがとうございます。他よろしいでしょうか。 

それでは次の議題に行かせていただきます。 

議題の 4になります。こども家庭センターの設置について、事務局からご説明をお願いいた

します。 

 

【事務局】 

引き続きこども家庭センターの設置について説明させていただきます。 

こども家庭センターの設置について。（1）こども家庭センターとは、ですけれども、令和

4 年の児童福祉改正法において、すべての妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健

の一体的支援を行う機能を有する機関として、こども家庭センターの設置が努力義務化され

ました。 

また、これまでこども家庭センターの設置に向け、母子保健と児童福祉の担当圏域の統一

や施設整備の方を行って参りました。こども家庭センター設置準備が整ったところから、八

王子市子ども家庭支援センター条例を廃止し、新たに令和 7年 4月 1日施行とした八王子市こ

ども家庭センター条例を制定しております。また、これに合わせて保健福祉センターの条例

改正の方も行っております。 

この図をご覧ください。この図は、こども家庭センターの体制図になります。イメージと

いたしましては、こども家庭センターはそれぞれの機能を統括し、その調整を行う統括支援

員をセンターに置きまして、また、センター長を配置して、その体制を置くことになってお

ります。 

次に、こども家庭センター条例における設置場所です。上の上段の方が 2月現在の設置状況

になります。四角の枠が、こども家庭支援センター、楕円の枠が保健福祉センターになって

おります。 

今重なっておりますところが、同一施設内で今業務を行っているところになりまして、

今、東浅川保健福祉センターの中に、地域子ども家庭支援センター東浅川の方が、今一緒の

場所に入りまして、業務を行っているところです。 

また、図の中央にあります、子ども家庭支援センターの統括担当と、あと母子保健側の母

子保健統括の方が、今保健所内の方に、一緒の執務室で今協議の方行っている状況になって

います。 

また、下段の方の設置場所ですけれども、これは 4月以降になりますが、中央の統括母子保

健統括が一緒になってるところが、こども家庭総合センターとなって運営をしていきます。 

また、その右にあります、ここ南大沢保健福祉センターですけれども、この 3月ぐらいに、

この保健福祉センター内に、こども家庭センターの準備を進めているところになります。 
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また、左上の方にあります、大横保健福祉センターの方ですけれども、7 月末ぐらいまで

に、子ども家庭支援センター石川が、同じ施設内に、入ってきて一緒に業務をするような形

になっています。 

（3）としまして、子ども家庭支援センターの構成になります。 

まず区分としましては、総合センターと地域センターに分かれます。名称としまして、総

合センターの方は、八王子市こども家庭総合センター、八王子市保健所内に入っております

センターになります。 

また地域センターですけれども、それぞれこども家庭センター大横、こども家庭センター

東浅川、こども家庭センター南大沢となりまして、それぞれの保健福祉センター内に設置さ

れることになります。それに合わせて、開館時間等は、この表に記されているような形にな

ります。 

続きまして、（4）としてこども家庭センター事業になります。 

まず、総合センターですけれども、これは企画調整部門ということで、会議体の調整であ

ったりとか、様々な母子保健と児童福祉の統括業務を行うような形になります。地域センタ

ーの方は、それぞれ母子保健業務に関することと、児童福祉に関する業務を行っていきま

す。これまで保健福祉センターが行ってきた母子保健の業務につきましては、引き続き行う

ような形になります。 

こども家庭センター設置による効果です。 

効果につきましては、この矢印というか、この点で示されています 4点を考えています。母

子保健と児童福祉の一体的な支援体制が整うことによって、早期からの支援介入が図れて、

重篤になるケースの減少や、多職種による多角的なアセスメントが可能になり、支援の幅が

広がるとの効果が期待できると考えています。 

また、サポートプランをツールとした信頼関係を構築することを図り、支援機関や、その

支援対象者との連携強化だったりとか、それぞれの繋がりが深まると考えています。 

また、図にある上流対策というところがあるかと思いますが、基本的な予防的な支援を強

化しながら、重篤になってからの支援となる下流対策を減らすことによって、様々な支援に

繋がるように強化していきたいと考えています。 

（6）ですけれども、地域全体で支えるネットワークですけれども、これまでもいろいろな

課題というのが、複雑で多様化しているような状況であります。やはり地域関係機関との連

携によって、予防的な関わりを強化することがとても重要と考えています。なので、こども

家庭センターの設置において、これら関係機関との連携強化を図りながら、やはり地域での

見守りの体制強化であったりとか、そのあたりを皆さんと一緒に構築しながら、より良いこ

ども家庭センターを目指していきたいと考えています。 

説明は以上になります。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。 

ただいまこども家庭センターに関しましてご説明がございましたが、ご意見、ご質問等あ

りますでしょうか。 

【園部委員】 

公募委員の園部と申します。 

こども家庭センターの設置については、幾つか知りたいことがあるのですけども、まず第 1

点ですね、この設置による効果というところの文言で、母子保健によるポピュレーションア

プローチを活用しということなんですけども、この具体的な活用方法っていうのはですね、

例えば何かネットで調べると、集団全体のリスクを下げることを目的としたですね、たばこ

の成人健康計画をするとか、ウォーキング大会の開催とか、いろいろ具体的に書いてあるん

ですけども、ここで言う母子保健によるポピュレーションアプローチの活用の具体的な方策

っていうのをちょっと教えていただきたいと思います。 
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【事務局】 

ご質問ありがとうございます。 

わかりやすく言うと、1 つは健診があるかなっていうふうに考えています、集団健診等を行

っておりまして、やはり集団の中で、その中でやはりきになるお子さんであったりとか、課

題が見つかったお子さんに対して支援を展開するっていう最初のところでは、集団健診であ

ったりとか、後は、その他集団で展開している、例えば教育、とかであったりとか、それに

関しては、ちょっと集団は狭くなりますけれども、栄養教育であったりとか、遊びの関係で

あったりとか、そういうあたりで少し集団が小さくても大きくても、そういうところでのア

プローチというふうに考えております。 

 

【園部委員】 

ありがとうございました。 

第 2点目にですね。先ほど恒川委員の方から発達障害の話が出ていましたけども、これも含

めてですね、私いろいろな委員として、ちょっと勉強させていただいたことは、例えば保健

福祉センターだけで解決するということではなくてですね、重層的、或いは包括的に、市民

の方も含めて解決すると解決できないものは特にいろんなアプローチの仕方で解決していく

っていうことが、非常に大切なことだと思うんですね。行政だけではなくてですね、市民の

そういう意味からすると、グラフがあるんですけども医師会とか児童相談所設置とかです

ね、いろいろ協力を仰ぐという図がありますよね。 

この中に、今日、副会長さんになられた町会・自治会の方が見られていると思いますけれ

ども、この支援体制の図の中に、ここに住民とか、町会、自治会っていう、こういう項目を

ぜひ希望としては入れて欲しいと思うんですね。というのはこの横に書いてある、気づき、

或いは見守りの支援ということになりますと、町会とか自治会とかというのは非常にです

ね、強固な通報者の武器に、通報者としての、両方面になるということなので、ぜひとも住

民とか町会・自治会っていうものも、この中に入れていただきたいなというふうに思ってい

ます。 

それからここに書いてある社会福祉協議会のはちまるサポートっていうのがありますけど

も、このはちまるサポートっていうのはですね非常にいい組織であってですね、私非常に感

心してるんですけども、これ行政と八王子の福祉協議会が連携してですね、ここにも専門職

として、コミュニケーションソーシャルワーカーという方が、いろいろな地区に、13 か所の

地区があるんですけども、浅川とか館町とか、南大沢とか、そういう 13 ヶ所の相談窓口があ

りまして、そこにそれぞれケースワーカーがいて、親身になって相談を受けると、その結果

ですねこういう健康福祉センターにね、より専門的な部分に、そういう方を紹介するとか、

そういうこともアプローチとしたらできると思うんですね。 

ですから、最初から申しましたように、重層的、それから、地域包括医療ケアみたいなも

のはと思うんですけども、そういう包括的な医療ケアのもとにね、対応していただければと

いうふうに、これ私の希望ですけども、お願いしたいという意見申し上げました。以上で

す。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

 

【事務局】  

ご意見ありがとうございます。 

子ども家庭支援センターの課長の小池ですが、こちらの図のところにつきまして、本当に

おっしゃる通り、住民の方は地域の方、とても大事だということで認識しております。 

この図に関しては、地域のところで子ども家庭支援ネットワークと申し上げる要対協と言

われる要保護児童地域対策協議会っていう、ネットワークを子ども家庭支援センターとし

て、関係機関だと思っておりまして、その機関を並べさせていただいたところです。 
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その周辺に、委員がおっしゃられました、住民さんであるとか、町会自治会、また地域で

活動していただいています民間の団体さんですね、例えば子ども食堂であったりっていうと

ころが、その周辺に加わっていただけるかなっていうふうに考えております。 

ご意見ありがとうございます。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。続いてお願い片岡課長お願いいたします。 

 

【事務局】 

健康危機管理担当の片岡です。 

先ほどポピュレーションアプローチのご質問がございましたので、少し補足をさせていた

だきますと、母子保健の事業そのものが、ポピュレーションアプローチって言われているそ

の理由が、妊婦さんから全数の方を把握することができる事業をたくさん持っているという

意味で、ポピュレーションアプローチをそもそもやっているということになります。 

全数を把握するっていうことは、例えば健診、先ほど出ましたけれども、健診で来られな

いお子さんがいたとしたときに、この方は来てないので、訪問してみようとか、そういった

ように全数を手法として持っているので、気になる方を把握しやすいっていう特性を持って

おります。 

そこで気になる方を訪問したらやっぱり大変なことになっていたということで、子ども家

庭支援センターと連携して動くということもできるっていうことがこの母子保健のポピュレ

ーションアプローチとなります。 

先ほどの包括的地域ケアとか、重層的な支援っていうのが自治体でも求められておりまし

て、はちまるサポートの例を挙げていただきましたけれども、今はちまるサポートも赤ちゃ

んから高齢者までのすべての人が対象となって相談を受けている機関ということで私たちも

認識しておりまして、ケースによっては連携をさせていただく機関となっております。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

いかがですかよろしいでしょうか。 

 

【荻原委員】 

園部さんははちまるサポートを評価されている、私も地域で見ていてね、大変すばらしい

と思います。 

だから、これは社協の事業だけど、いろいろなところ、もっとこうレベルアップして、強

化してもらえるといいなということで、大変安心するセクションですね、うちの、例えば民

生委員の組織の中では今まで同じ事務所に子ども家庭支援センターがあって、あと包括あん

しん相談センターお年寄りのところですね、3 つあって一緒でよかったなという、その 3 者が

連携とれていると思ったけれど、子ども家庭支援センターがね、ちょっとレベルアップして

いって見捨てるわけじゃなくて、より連携を深めてくれて欲しいなと思ってますが、それで

今具体的な方策ということでふと思ったんですが、これは今お答えいただかなくて、将来ぜ

ひお聞きかせいただけるかどうかわかりませんが、希望ですが、このなんですかね、設置に

よる効果のところの、上流対策から下流対策の絵があるところで、上流対策を強化するこ

と、うんなるほど、ということですが、これは効果的だね、こういうことが期待されますよ

ってことだから、まだ具体的方策と事例が積み重なっているわけではないと思うので、いず

れ評価補足こういうことがあって、こういう機関同士で連携したよというようなことをいっ

ぱい積み上がってくるんだろうと思うので、ぜひその時を期待しておりますのでその時はぜ

ひ教えてください。以上です。 

 

【会長】 
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ありがとうございました。 

 

【園部委員】 

ちょっと何回もすいません一言だけ、私八王子市民としての自慢なんですけども、健康福

祉センターの、これへの自慢はですね、八王子版ネウボラの取り組みですね。これは全国に

もましてですね、しっかりした組織で、これは私個人としても非常に自慢の一つで、今後と

もですね、是非ともより充実していただきたいなというふうに希望しています。 

それともう一つ、今言ったように、民間の事業としての今さっき言いましたように、はち

まるサポートですか。これも八王子市民の自慢の一つということで、大いに自慢していいと

思います。以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

 

【事務局】 

健康医療部長の考えです。ちょっと補足をさせていただきます。 

今、ポピュレーションアプローチは具体にどうやるのか、今後やっていくから、結果が出

てからってお話もあったんですけど、今、まず 3年ということでやっている事業が一つあるの

で、少しご紹介します。 

これまでやっぱり保健師の、八王子市のひとつの特徴として直営の保健師というか保健師

が直接携わるということを結構やってきまして、今日紹介した中で言うと、オンライン相談

なんかは実は地域の助産師さんですね。小児科産婦人科は、もっと広い地域から、ちょっと

やっぱり夜間とか 24 時間難しい、助産師さんの相談は実は地域の助産師さんにお願いをして

やっているというようなこともあります。 

そういうふうに、だんだん地域の力を使うということを、今かなり試行しているところで

す。赤ちゃん訪問といったところもお願いしています。 

もう一個少し変わってきたのは、ちょっと傾斜的支援と申しますけれども、今の上流の支

援ですね。ちょっと言葉を恐れずに言うとスコアリングというようなことをしております。 

具体的には、例えば、お母さんのゆとり度っていうのを測るようなですね、先ほど伴走型支

援と言いましたけども、実際に保健師などが面接をする支援と、それからお金を給付する経

済的支援を同じ機会にタイミングを合わせて、お会いした方に経済的支援をするのですけ

ど、その時に、まだ顕在化してないような、お困り等を聞き出すというようなことをするわ

けですけど、そのときに、どんなことに困ってますかっていうのを聞き出す中でですね、ス

コアリングをして、イコールお母さんのゆとり度ですね、みたいなものをお子さんがちっち

ゃい段階で測るということを今、東京都の子育て応援パートナー事業、今名前ちょっと変わ

ったかな。というのであって、これは科学的な根拠があります。 

今まで妊婦さんについてはエジンバラという方法でリスク評価していたのですけど、今や

っているのはちょっとその続きで、海外等で今治験があって我々も東京都と一緒に作ってる

最中みたいなことになりますけど、そのお母さんのゆとり度が上がると、将来の虐待リスク

が減るということでですね、結果的に今ある意味もう下流でですねここで言うと、変な話で

すけど、たとえで言うと人工呼吸が必要な状態で緊急に支援が入る、絵の話で言ってます、

実際にそうだという意味じゃなくてね、というよりは、その上流で、まだ本当に困ってるっ

ていうことよりも、困りそうだ、スコアが高い、例えば、支援者が親一人しかいないとかで

すね。ご近所とか、或いはご両親とか、お友達が少ないとかですね、そういうこともありま

すし、それからリスクの背景として、経済的な問題とかもあると思うんですけど。 

そういうのをちょっとづつですね、より支援が必要な方にちょっと重層的に支援をして、

集中すると、結果として、下流で支援をしなきゃいけない人が減ってくるであろうから、上

流の支援をもっとたくさんやっていこうということで、また全数ポピュレーションで把握で

きるって言い方しましたけども、全員に会う結果、どうしても会えない人っていうのは、や
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っぱりリスクある人なんじゃないかっていうように、支援に入っていくっていうふうにです

ね。 

なんかそんな、実際のその仕組みと、それから多少科学的なこともですね要素も入れて今

始めているということですので、確かに、具体な結果が出るには、3 年とか 5 年とかですね、

もう少しお時間をいただくと思いますけども、かなり前向きにやってきているということ

で、特に単純に言うと、日本の国民の 200人に 1人が八王子の人ですので、八王子でちゃんと

した事例ができると、それがモデルで全国に広げられる、エビデンスレベルで高いものにな

るということで、そんなことに取り組んでいるところです。補足です。 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

いろいろ話を伺いまして、切れ目ない支援がされていることとして、虐待予防であった

り、或いは発達障害児の早期発見とかですね、非常にきめ細かい対応支援を八王子市さんの

方で検討していただいてるということがおわかりいただいたかなというふうに思います。 

もしよろしければ次の方の議題に移らせていただきます。 

それでは、議題の 5になります。 

保健福祉センターの地域の拠点としての機能強化について、事務局からご説明をお願いい

たします。 

 

【事務局】 

大横保健福祉センター半田と申します。また改めてよろしくお願いいたします。 

私の方からは保健福祉センターの地域の拠点としての機能強化についてということでご説

明させていただきます。 

昨今、高齢者の人口の増加という状況もありますので、健康寿命の延伸これは国も挙げて

取り組みをしているところです。 

こういった施策の推進、それからただいまご説明をさせていただいたような母子保健と児

童福祉の一体的な支援体制、こういったものを構築し、児童虐待の防止を図っていくため

に、保健福祉センターにおいてはこちらの 3つの機能の強化を図っていくということで、これ

までも何度かお話をさせていただいてきたところです。 

まず一つ目、地域の健康づくりの拠点、それからアウトリーチの拠点、三番目に母子保健

と児童福祉の一体的支援という形になります。 

まず一つ目の地域の健康づくりの拠点についてです。こちらの方は、高齢化社会こちらの

方で健康寿命に向けて、もうこの保健福祉センターが、地域における健康づくりの拠点とし

て機能をしていくために、様々な事業を展開しているところです。 

一つ例を挙げさせていただきますと、こちらも前回少しお話をさせていただいたのです

が、スローオンライン、フィットネス、略してソフトというものになるんですけれども、有

酸素運動を伴うエアロビックと、筋力トレーニング、をかさね合わせたような形の体操を実

施しておりまして、こちらの方は写真の方はここ南大沢の保健福祉センターで実施をしたと

きの写真になるんですけれども、こういった形で皆さんをこちらにお越しいただいて、体操

をしていただいたりとか、そういった健康づくりに資するような活動をしていただくと。な

んかスローって書いてあるのですけど結構ハードらしいです。私ちょっと体験したことがな

いのですけれども。 

続いて、次が、地域のアウトリーチの拠点ということで、こちらの方は、センターの方か

ら専門職の方が地域の方に行きまして、自治会やサロンなどの活動ですね、こちらの方を一

緒に取り組んだりとか、こちら子どもも含めた子育て世帯への地区活動の強化などを行って

いくというものになっております。こちらも実際に行った写真になりますね。地域の方で行

きまして、理学療法士による運動教室であったりとか、管理栄養士による栄養講座、こうい

ったものを地域の方に行きまして、活動を実施しているところです。こういったものを含め

て、保健福祉センターの機能強化を実施していく形になり、これからしっかりやっていきた
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いというところです。 

三番目の子育て、母子保健と児童福祉の一体的な支援は先ほどご説明をさせていただいた

こども家庭センターの設置、こちらの方でしっかりと事業を展開していくことを予定してお

ります。 

これらの機能の強化を実施していくに当たりまして、既存の保健福祉センターで実施して

いた様々な事業、こちらの方の見直しを行っています。 

冒頭ご説明させていただいたかと思うんですけれども、憩いの場におきまして実施してい

た浴室の利用、こういったものであったりとか、それから、緊急一時保護事業ですね、こち

らの方も利用実態の方を見させていただきまして、今年度いっぱいで終了させていただくよ

うな形で考えております。 

さらに、この地域の拠点としての機能強化に関係する部分として、こちらですね、恩方事

務所というところに併設されている恩方老人の憩いの家というのがありまして、高齢者のレ

クリエーションサービスを展開している施設になります。 

こちらの事務所そのものの施設の老朽化に伴いまして、今後の方向性につきまして、社会

福祉審議会における高齢者福祉専門分科会というところで、あり方について審議をすること

になっています。というか今年度実際に審議をすでに進めているところです。 

こちらにつきましてなんですけれども、恩方老人の憩いの家、先ほどの高齢者レクリエー

ション向けのサービスですねこちらマッサージ機とか、スカイウェル、一般的にヘルストロ

ンと呼ばれてるような機械ですね、カラオケなどを提供している関係所管の方で検討会を実

施しました。 

対象となるのは恩方老人の憩いの家、それから長房ふれあい館、それと保健福祉センター

三ヶ所の保健福祉センターになります。 

こちらにそれぞれの施設においてどういった目的でサービスを提供してるのかっていうよ

うなことを整理をしまして、保健福祉センターや市民センター、こちらにつきましては施設

の目的が基本的には健康増進を目的としている施設で、一方長房ふれあい館や恩方老人憩い

の家こちらは先ほどの高齢者のレクリエーションサービス、こちらを目的としている施設に

なりますので、それぞれちょっと目的が異なる。このうち、高齢者のレクリエーションサー

ビス、こちらを中心に提供している恩方老人憩いの家につきましては、基本的に施設を廃止

するような方向性で今検討が進められているところです。 

長房ふれあい館につきましては、ここで改修を実施したこともありまして当面の間はサー

ビス継続で、保健福祉センターや市民センターこちらの方は健康増進を主に目的としてする

施設になりますので、こちらも当面は実施している事業については提供していくというよう

なことで、現状は整理をされたところです。 

ただ、今後につきましては高齢者向けのレクリエーションサービスにつきましては市全体

として、どういうふうにしていくのかっていうのを検討していくような可能性があるという

ことを、この庁内の検討会の方で整理をさせていただいたところですので、今後、この保健

福祉センターの運営協議会におきまして、こういったサービスのあり方といったものを皆さ

んと一緒に検討していきたいと思っております。 

説明は以上となります。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。 

ただいまのご説明に対しましてご意見ご質問等ありますでしょうか。 

恒川委員、お願いいたします。 

 

【恒川委員】 

恒川です、ありがとうございます。 

地域の健康づくりの拠点でスローエアロとかスロートレーニングっていうのがあったんで

すけど、まさに、私が住んでいるマンションで、これやっているんですね。 
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マンションの住人とプラス何か地域の方が少し参加してくださって毎回いけば、そこそこ

の人数が、残念ながら私はいつもヘタレなんて、主人がもう毎回出ているのですけど、今日

何人来たとかって聞くんですけど、すごくいいことやっているのに何かもったいないなと思

って、もうちょっと何か広報とかで宣伝すればいいのに、って思ってるんです。 

そうすると地域の方も、うちのマンションに集まっていろんなお話もできるし、これ、高

齢化、高齢者っていうことでやっているんですけど私のような、元気な難病患者っていうん

ですかね、ある程度リハビリで体力を維持しなくちゃいけない人には最適な運動。参加して

ないので偉そうに言えないんですけど、最適だと思うんです。 

なので、高齢者に限らずね、運動を必要としている方とか、いろんな方法をもってもうち

ょっと宣伝していただけるともったいなくないなあと思うんです。 

よろしくお願いします。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございます。 

 

【事務局】 

ご質問いただきましてありがとうございます。 

今年度、この事業を高齢者いきいき課が主管となって進めております。実際にこのプログ

ラムを提供してくださっている戸吹にあります公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研

究所というところと、このプログラムをどうやって地域で展開していくかという研究協定を

結びまして、今まさにこれからどう進めていこうかというところで、展開を検討していま

す。 

今年度に関しましては、市の方で行っている 75 歳以上の高齢者を対象とした健康アンケー

トにプログラムのチラシを同封させていただいて、ぜひ地域で取り組んでいただきたいとい

うご案内と、また、保健福祉センター等の実施会場をご案内をさせていただいたのが周知の

第一歩というところと、今ホームページでもプログラムの紹介をさせていただいてるような

状況です。 

実際のこちらの南大沢保健福祉センターでもやらせていただいて、かなり多くの方に利用

していただいてる実績があるのと、あとはやはりこれからどうやって地域で展開していくか

っていうところでは、実際にどんな周知方法がいいのかっていうのも検討している段階でも

ありますので、ぜひ皆様からもご意見をいただきながら、これから地域に、一つの体操のプ

ログラムの一つの手段として、展開を進めていけたらなと思っておりますので、よろしくお

願いします。ご意見ありがとうございます。 

 

【恒川委員】 

ありがとうございます。 

今度からちゃんと参加します。ありがとうございます。 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

その他に何かご意見等ございますでしょうか。 

Zoom で参加されています羽鳥先生も何かございましたらご意見いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

 

【羽鳥委員】 

soft ですか、それを福祉センターの運営に協力している立場なので、いい活動なんだか

ら、広報でもって周知したらいいのにってお話もありましたけれども、例えば私たちとか、

そういったことで協力するのもやぶさかではないので、チラシがあれば病院のスペースに置

くことも可能なので、機会がありましたら協力しますのでよろしくお願いいたします。 
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【会長】 

はい。ありがとうございます。 

そういったクリニックとかにですね、チラシを置かしていただくのもとてもよいのかなと

いうふうに思います。 

羽鳥委員、ありがとうございます。 

その他、竹原委員とか何かございますか。 

 

【竹原委員】 

私はまず、恒川さんがおっしゃったように、本当にこういうものをどこでするのだろうっ

て。知るすべを、広報を見てても出てこないですよね。 

一体どうやったらこれをできるのかなっていうのが今疑問だったものですから、自分の地

域でもこういうのがあったら参加したいなあって思いましたので、もう少し宣伝をしていた

だけたらいいかなと。とてもいいことじゃないかなと思いますので。 

 

【恒川委員】 

終わったらお茶会なんかしてすごい和気あいあいと遊んでます。プログラム 1時間もないの

ですけどそのあとなんかお茶会から入って、皆さん何か持ち寄って、おいしい甘いもの食べ

たりなんかして、何か交流を深めています。 

 

【会長】 

いいですね。そういう交流がそうやって広がっていきますと、地域づくりにもなっていく

かと思いますし、先ほどのいろいろの母子保健とかの絡みもあってですね、やはり地域とい

うものがもっとこう強くなっていくと、基盤となっていくと、いろいろなものが予防できた

りしていけるのかなというふうに思います。 

佐々木委員に何かございますか。 

 

 

【佐々木委員】 

私も今日初めて参加させていただき、いろいろ学ばせていただこうと思っておりました。 

母子保健事業について、このような様々な取り組みは、それを現場の方々に伝えていくの

が、私も含めてこの主任児童委員とか民生委員としての大事な役目だなと思っております。 

母子保健事業が SNSを使っているということを伺い、特に小さいお子さんを抱えてらっしゃ

る若いお母さんには、SNS はすごい武器だと、今回のデータでも、初めて見させていただいた

ので、そういうものを伝えていきたいと思います。今、町会になかなか入らない方が増えて

きているので、掲示板の活用している状況です。この八王子の子育て世代も、また高齢の方

も 1人も漏れずにという角度で入っていけるように考えながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

その他ご意見とご質問がございますでしょうか。 

 

【関根副会長】 

町会自治会連合会の関根です。 

先ほどちょっと冒頭でお話しましたけれども、昨日、健康教室というのをやりまして、女

性が 68 人で、男性 4 人なんです、私も含めて。女性の方がね、自分の健康に関して、興味が

強いのかななんていうふうに思った次第なんすけど。 

やはり回覧なんですよね。回覧板まわしたんです。加住地区地域全部ですから、今世帯数
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で 2800世帯ぐらいあるんですけど、それ全部回覧まわして、その割には 68名ですから、人数

の割合、世帯数の割には少ないかもしれませんけども、でも 68 名、かなり多いなっていうふ

うに、感じています。 

先ほどの佐々木委員がおっしゃったように掲示板にも貼らせていただきますので、やはり

ホームページだとか、広報ですと、探すようになるんですよね。自らそれを探すってのはな

かなかできないのと発見するのが大変だっていうのがあるので、やはり回覧はすごく効果が

強いかな。あと掲示板も効果が、強いのではないかと思っています。 

私皆さんのお話を聞いてる間にちょっと思ったのですが、こども家庭センターですとか、

母子保健事業、こういった関連の回覧ってなんかね、あまり目にしていないような気がする

んですよね。もうちょっとこういう部分でも、回覧なり、掲示板なりした方が、もっと多く

の効果が上がるんじゃないかなっていうふうに感じた次第です。 

はい。以上です。ありがとうございます。 

 

【田中委員】 

私は最初ご紹介させていただきましたけれども、専門が神経内科医でして、このフィット

ネスですね、これパーキンソン病の方が一番おすすめの運動だというふうに言われてます。 

ただ、パーキンソンの方はリハビリをやると言っても、症状が重くならないとリハビリの対

象にならなくてですね、元気な方が、じゃあどうやって運動すればいいんですかってすごい

困ってる方たくさんいるんですよね。 

あとですねもう 1つ、やっぱり、リハビリっていうともちろん大切なんですけども、自分は

元気なのにっていうところがあって、何かこう、病気の人だけ集まってるってよりは、いろ

んな方が参加してるところに参加するのが参加しやすいっていうのもあると思います。すご

く、いい取り組みだと思うのと、あとは先ほど施設の性格上のレクリエーションっていう部

分と、健康増進というのを分けてましたけども、やっぱり楽しくやるっていうのが、多分皆

さんにとってはすごく重要なことだと思うので。ちょっと私もこれ参加していないのでわか

らないのですけど、多分楽しいのだと思うんですけども、だからある程度ゲーム性みたいな

ものもあって私はいいんじゃないかなと思うんすね。 

あと、皆さん参加したくなるようなものをどんどん広げていくことが、すごく生き生きし

た地域の活性化に繋がると思います。はい。以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

パーキンソン病の方も非常に多いので、ぜひこういうのが広まっていくといいなというふ

うに私も思いました。 

 

【霞委員】 

市民委員の霞です。 

私が、常日頃最近思っていますのが、高齢者の方の健康を増進すると、そういう施策をも

うとてもされていると思うのですけれども。その前の段階で、先ほどお話にあった上流対策

と同じなんですけれども、今 50 代、40 代の方に対する健康の対策っていうのは、ちょっと空

白なんだと思うんですね。とても空白になっていると感じています。 

実際私もいろいろやってみたいなと言う面白そうなイベントがあっても、年齢が 60 代以上

からということで、年齢制限でできない。そういうことに、たびたび出くわしております。 

ただ、実際 40代 50代というのは、とても孤独で、また子どもは思春期で辛かったり、親の介

護が出てくる方もいらっしゃいますし、非常に心のゆとりがない、時間のゆとりもない時期

だと思います。 

先ほどのお母さんのゆとり度という話を聞いたとき、とてもそうだなと思ったんですけれ

ども、最近母子事業のおかげで、小さいお子さんのいるお母さんの方に対する対策はできて

いそうですけれども、高齢期、更年期あたりの女性ですね。50 前後の方ですとか、とても体
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調が悪くなる時期なんですけれども、そういった方々に対するイベントなども、今後、健康

を維持するため、事前に予防のためにそういったイベントも検討に含めていただきたいなと

いうのがお願いです。 

 

【会長】 

何か、成人期、更年期の取り組みとして、何かございますでしょうか。 

 

【事務局】 

ご意見いただきましてありがとうございます。 

確かに市の方でも対象としているのがですね、まず 1つ特定保健指導というところでは、国

民健康保険に加入されている方っていうところが 1つ限定されてしまっているところがあると

ころではあります。 

ただ、一方で保健福祉センターは、その保険者にかかわらず、すべての方を対象に、とい

うところではあるんですけれども、なかなかその 40～50 代の方たちって、日中、お仕事をさ

れてる方もいらっしゃったりですとか、私たちがお会いしたくてもお会いできないっていう

ような現状もある中で、今国の方でも地域職域連携といって、働いているところでも健康づ

くりを自治体と連携して進めていきましょう、それがひいては、退職後の健康づくりに繋が

っていくっていうような取り組みを進めているところで、本市の方でもどういったことがで

きるかっていうのを今取り組みとして検討を進めている段階でもあります。 

また更年期の方に対して、今年度、生涯スポーツ部の方とも連携をして、夜間帯にもとも

とスポーツ振興課の方が実施していた、さわやかフィットネス、そういった事業があるんで

すけど、これは働き盛りの女性を限定に、取り組みを今回初めて企画をして 3月に実施する予

定ございます。また、本当にその必要性を実感しているところもあるので、またいろいろな

イベントであったりとか、介入の仕方っていうアプローチの仕方を検討していければなとい

うふうに思っております。 

ご意見いただきましてありがとう。 

 

【会長】 

はい。本当にいろいろな取り組みがされているということ、私たちも学ばせていただきま

したが、そろそろお時間ですが他に何かご意見よろしいでしょうか。 

それではないようですので、令和 6年度第 2回保健福祉センター運営協議会を、閉会いたし

ます。活発なご意見ありがとうございました。感謝申し上げます。 

それでは事務局の方にお返しいたします。 

 

【事務局】 

では事務局の方から、少しお話をさせていただきます。 

本日、議題の中でもご説明をさせていただいたんですけれども、本年 4月にこども家庭セン

ターが設置されます。これに伴いまして、母子保健に関する事項は、こども家庭センターの

方に移譲されることになります。従って、本協議会の審議事項から外れることになります。 

このため、母子保健に関するご意見をちょうだいするためにご参加いただいております、山

内委員、佐々木委員、橋本委員におかれましては、本協議会にご参加いただくのは今回で最

後となります。4 月以降は新たに設置されるこども家庭センター運営会議、こちらの方にご参

加いただくことになりますので、改めてよろしくお願いいたします。 

こちらにつきましては、担当課のこども家庭センターの方から改めてご連絡をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

長時間にわたりまして皆さんご審議、たくさんご意見いただきましてありがとうございま

した。次回ですけれども一応 8月頃の開催を予定しております。詳細が決まりましたら改めて

書面にてお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

では長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。 
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ありがとうございました。 

 

 


